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　　　　◎開会宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。ただいまから平成２０年第３回砂川市議会臨時会を開会いたします。

　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　本日の会議を開きます。

　　　　◎日程第１　会議録署名議員指名
〇議長　北谷文夫君　日程第１、会議録署名議員の指名を議題といたします。
　会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、尾崎静夫議員及び小黒弘議員を指名します。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

　　　　◎日程第２　会期の決定
〇議長　北谷文夫君　日程第２、会期の決定を議題とします。



　お諮りします。
　今臨時会の会期は、７月２日の１日間としたいと思います。ご異議ありませんか。
                          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、会期は１日間と決定いたしました。

　　　　◎日程第３　議案第１号　平成２０年度砂川市病院事業会計補正予算
〇議長　北谷文夫君　日程第３、議案第１号　平成２０年度砂川市病院事業会計補正予算を議題とします。
　提案者の説明を求めます。
　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　（登壇）　議案第１号　平成２０年度砂川市病院事業会計補正予算（第１号）に
つきましてご説明申し上げます。
　初めに、病院改築事業に係る予算につきましては、本年第１回定例会において議決をいただき、平成２０年度から
平成２３年度までの４カ年の継続費として工事請負費等総額１２１億９，３７１万２，０００円を計上しているとこ
ろであります。議決後、改築工事の入札に向け準備を整えておりましたが、入札参加申請のあった建築主体工事の企
業体が２社とも入札の辞退となったところから、入札を断念せざるを得なかったところであります。入札の中止以
降、公告内容の検証を行い、原油、鋼材等の価格の急騰を含め、設計金額と工程の見直しを図ったところであり、本
臨時会において病院改築事業に係る補正予算第１号としてご提案させていただきたいと存じます。
　それでは、補正予算第１号につきましてご説明申し上げます。１ページをお開きいただきたいと存じます。第２条
は、予算第４条で定めた資本的収入及び支出を補正するもので、第４条本文括弧書き中、不足する額５億８，８９８
万円は建設改良積立金１億１，３１７万４，０００円及び過年度分損益勘定留保資金４億７，０８０万６，０００円
を、不足する額４億７，５８３万３，０００円は過年度分損益勘定留保資金４億７，５８３万３，０００円に改め、
資本的収入で９億４，３７６万１，０００円減額し、７億８，２８３万８，０００円とするものであり、資本的支出
では１０億５，６９０万８，０００円減額し、１２億５，８６７万１，０００円とするものであります。これは、建
設総事業費では増額となるものの、工程の見直しで平成２０年度事業費が後年次にずれ込むことによるものでありま
す。
　第３条は、予算第５条に定めた継続費の補正であります。改築工事に係る全体事業費として、工事請負費等補正前
総額１２１億９，３７１万２，０００円に対し、２１億２，４５３万７，０００円を増額し、１４３億１，８２４万
９，０００円とするものであり、次年度においては平成２０年度から平成２３年度を平成２０年度から平成２４年度
の５カ年とするものであります。なお、新たな工程においては、新本館の開院は平成２２年１０月中旬を目指す中、
改築事業のすべての完了は平成２４年８月ごろとなるものであります。また、年割額については、平成２０年度１５
億２，０４７万１，０００円を４億６，３５６万３，０００円に、平成２１年度４０億８，２９３万５，０００円を
４３億５，４４５万８，０００円に、平成２２年度３９億４，５４６万５，０００円を６２億８，９８４万７，００
０円に、平成２３年度２６億４，４８４万１，０００円を２４億９，０９８万円に、平成２４年度は７億１，９４０
万１，０００円とするものであります。
　２ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、予算第６条に定めた企業債の補正であります。平成２０年
度分改築事業に係る工事請負費等が減額となったことにより、改築事業に係る限度額について補正前の額１２億４，
６００万円を８億４，０６０万円減額し、４億５４０万円に、同じく限度額計を８億４，０６０万円減額し、補正後
の額を５億６，７４０万円とするものであります。
　４ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入で１項企業債８億４，０６０万円の減は、当年度分の改築
事業に係る工事請負費等の減であり、３項補助金、１目国庫補助金１億３１６万１，０００円の減は工事請負費等の
減により暮らし・にぎわい再生事業補助金、住宅建築物耐震改修等補助金の年割額が減となるものであります。
　６ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出で１項建設改良費、１目改築事業費１０億５，６９０万
８，０００円の減は、本年度分の改築事業に係る工事請負費等の減によるものであります。
　１０ページをお開きいただきたいと存じます。１０ページは、継続費に関する調書の補正であります。工事請負費
等総額の年割額につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでありますので、省略させていただきまして、
財源内訳について合計欄でご説明申し上げます。
　まず、補助金でありますが、工事請負費等の増額などによりまして暮らし・にぎわい再生事業補助金で２億２１４
万４，０００円、住宅建築物耐震改修等補助金で１億２７３万１，０００円となり、合計で３億４８７万５，０００
円補正し、１５億４，１６２万３，０００円といたします。
　次に、建設改良積立金でありますが、工事請負費等の増額に伴い、起債償還額の増加を抑制するため、本積立金の
取り崩しを予定しておりましたが、今年度に入りまして地方債の制度改正により過疎対策事業債の利用が可能となり
ました。この過疎対策事業債は、交付税算入率等大変有利な起債でありますので、当初計画計上した本積立金の取り
崩しを行わず起債を利用することとし、建設改良積立金合計で９億７２６万４，０００円全額減額するものでありま
す。このことによりまして、起債総額は工事請負費等総額から補助金を差し引いた１２７億７，６３０万円とし、残
額について損益勘定留保資金３２万６，０００円を補てん財源といたします。
　次に、当該年度支払い義務発生予定額及び当該年度末までの支払い義務発生予定額、翌年度以降の支払い義務発生
予定額は、年割額の変更に基づいて補正するものであります。
　最後に、継続費の総額に対する進捗率は、当年分の年割額の変更により補正するものであります。
　１２ページをお開きいただきたいと存じます。１２ページは、平成２０年度砂川市病院事業企業債調書であり、補
正後の金額で記載させていただいております。平成２０年度の借り入れにつきましては、起債の目的、借り入れ年
度、借り入れ先の変更はございませんが、借り入れ元金は先ほどご説明申し上げたとおり１２億４，６００万円を補
正後４億５４０万円とし、そのうち２億２７０万円を利率２．４％の病院事業債で借り入れし、残り２億２７０万円
を利息１．７％の過疎対策事業債で借り入れするものであります。なお、病院事業債につきましては償還終了年度の
変更はございませんが、過疎対策事業債については償還終了年度を平成３２年度までとし、償還期間は１２年間とす
るものであります。このことによりまして、未償還額合計が２０億９，０４６万６，０００円となるものでありま
す。
　１６ページ、議案第１号参考資料をお開きいただきたいと存じます。議案第１号参考資料といたしまして、起債償
還予定額の比較を添付させていただきました。この資料は、改築事業に係る基本計画時の起債償還予定額と今回の補
正によります継続費に関する調書の補正の表に記載の企業債合計額と医療機器の整備及び実施設計に係る起債合計額
について病院事業債、過疎対策事業債を併用した場合の起債償還予定額を比較したものであります。前提といたしま
して、平成２０年度から平成２４年度まで事業の毎年度について起債額のうち病院事業債５０％、過疎対策事業債５
０％の決定を受けた場合を想定して試算しております。なお、今後においては入札、落札額によります工事請負費等
の変更及び起債借り入れ時の利率の変更が予測されますことをつけ加えさせていただきます。
　表についてご説明いたします。基本計画は、工事請負費等総額１００億４，９７０万円及び医療機器等整備費並び
に実施設計費等の総事業費１４３億８，９２８万８，０００円に対する起債総額１３７億２，５７０万円であり、病
院事業債、過疎対策事業債の併用は今回の補正に伴う工事請負費等総額１４３億１，８２４万９，０００円及び医療
機器整備費並びに実施設計費を含んだ総事業費１８９億６，５４９万７，０００円から補助金等を除いた起債総額１
６３億３，１６０万円であります。



　表の下段、右側、合計の欄をごらんください。基本計画では、元利償還額合計が１７８億５，９２０万６，０００
円で、交付税措置額が４０億１，８３２万１，０００円、元利償還額から交付税措置額を差し引いた実質負担額が１
３８億４，０８８万５，０００円となっております。病院事業債、過疎対策事業債の併用では、病院事業債元利償還
額１１２億２，７６１万１，０００円で、過疎債元利償還額９１億８，１７２万７，０００円となり、合わせて元利
償還額合計が２０４億９３３万８，０００円となります。これに対する交付税措置額は、病院事業債分では２５億
２，６２１万２，０００円で、過疎債分では６４億２，７２０万９，０００円となり、合わせて交付税措置額合計が
８９億５，３４２万１，０００円となります。元利償還額から交付税措置額を差し引いた実質負担額が１１４億５，
５９１万７，０００円となっております。基本計画と病院事業債、過疎対策事業債の併用の実質負担額を比較いたし
ますと、基本計画より合計で２３億８，４９６万８，０００円減少となる予定であります。
　次に、実質負担額の差、⑧から③を引いたものですが、年度ごとに見ていきますと、平成２６年度までにつきまし
て病院事業債、過疎対策事業債の併用が基本計画に比較しまして負担額が記載のように減少いたします。特に医療機
器の償還が大きくなります平成２３年度から平成２６年度までの償還額が減少いたしますのは、借入額の５０％が過
疎債により償還年数が５年から１２年に延長するためであります。
　次に、平成２７年度から平成３４年度までは病院事業債、過疎対策事業債の併用が基本計画に比較しまして増加す
ることとなります。これは、借入額の５０％が過疎債により償還年数が３０年から１２年に短縮するためでありま
す。ただし、平成２６年度までの減少額が約１２億４，０００万円で、平成２７年度から平成３４年度までの増加額
が約９億９，０００万円となっております。平成３５年度以降は、病院事業債、過疎対策事業債の併用が基本計画に
比較しまして減少に転じることとなります。
　以上となりますが、さきに申し上げましたとおり、過疎対策事業債及び病院事業債の充当率が毎年それぞれ５０％
で決定を受けたと仮定した上での起債償還予定額の比較でありますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げま
す。
　ページを戻っていただき、８ページ以降は関連資料でありますので、ご高覧いただきまして、よろしくご審議くだ
さいますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
　中江清美議員。
〇中江清美議員　（登壇）　ただいま局長から補正予算の中身について説明あったのですが、その中で今最後のほう
で過疎債の決定した場合という仮定の場合の試算ということで今示されているのですが、この過疎債というのの決定
というのの確実性というのですか、今後の見通し、それについて１つ、１点お伺いします。
　それと、入札の時期がちょっとずれていて、開院の時期もずれているのですが、開院の見通しというのですか、い
ろいろな準備なんかも含めてどういうふうに、入札と開院との関連性というのですか、そこら辺の状況をお伺いした
いと思います。
〇議長　北谷文夫君　副市長。
〇副市長　小原幸二君　（登壇）　２点ほどのご質問でございます。前段に当初予定していなかった過疎債の併用と
いうような部分で過疎対策事業債の可能性というようなご質問でございます。この過疎対策事業債と申します部分に
ついては、これは従来から一部病院の建設に実は対象になっておりました。今回その過疎対策事業債の枠が拡大され
たというようなことでございます。従来は、辺地の病院、そしてさらに不採算地区の病院、辺地については文字どお
り辺地でございますけれども、不採算地区という部分についてはベッド数が１００床未満の要するに病院というよう
な部分、そしてさらに外来患者さんが１００人未満の、１日１００人未満の病院が対象になっていたというようなこ
とでございますけれども、いずれにしてもその公立病院については非常に不採算部門も持たなければならないという
ような状況の中から経営が厳しいというようなことから、これことしになって過疎対策事業という部分の起債が対象
になったというようなことでございまして、この部分については総務省の目玉でもあるというような状況の中から、
この過疎債の決定については一応９月以降というような状況で、早くて９月というようなことになるわけでございま
すけれども、これは私ども今の現状の認識としてはこの過疎対策事業債の可能性という部分については非常に高いと
いうふうに認識をしております。ただし、この過疎対策事業債、過疎債の枠という部分については、これ枠配分でご
ざいます。全国的にどの程度の過疎対策の事業があるのかという部分が勘案されることになりますけれども、私ども
現在の認識では病院の過疎債の導入については非常に高いというような認識をしております。
　それから、２点目の工事発注のおくれに伴う今後のスケジュールという部分でございますけれども、このスケジュ
ールの関係については、これ私ども最大限平成２２年の雪の降る前に新館の開院を行って、雪の降る前に患者さんの
移動をかけるというようなことを想定して、当初９月ころの開院を予定しておりましたけれども、現段階では１０月
の中旬、平成２２年度の１０月の中旬というようなことを想定しております。内容、詳細な部分については、詳細と
申し上げるのが適当かどうかわかりませんけれども、担当のほうからご説明を申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　今お話、副市長からお話ありましたけれども、新たな工事の工程を検討する上で
は新病院の開院に向けての引っ越しにあっても患者を移送する面から冬期間は避けれないというふうに考えておりま
す。また、内閣総理大臣認定を受けた中心市街地活性化基本計画、暮らし・にぎわい再生事業補助金などの影響を総
合的に勘案し、６月中に基本設計金額の見直しを図った上で７月上旬に公告を行い、８月上旬に入札といったスケジ
ュールのもと、新病院の開院時期は平成２２年１０月中旬を目指していくとしたところであります。そうした中、変
更前の新本館の工程では、最初の自主施工期間となる平成２０年１２月１６から平成２１年３月１５日までの期間は
防寒養生費を計上しておりませんでしたけれども、新たな工程として防寒養生費を計上したその中でその期間を施工
期間としてまいりたいと思います。変更前の工程におきましては、平成２２年４月に新本館竣工後開院準備期間とし
て４カ月を見ておりましたが、新たな工程といたしまして平成２２年７月竣工後準備期間を２．５カ月見まして、こ
うした工程のもとで平成２２年１０月中旬の開院を目指して鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　それでは、起債償還予定額の比較ということで参考資料あるのですけれども、今までの暮らし・に
ぎわいと積立金やら、それから病院債の事業から過疎債が確定すればそちらにということで、かなり市のマイナスず
っと予定の、今まで予定されていた金額からかなり少なくなって事業ができるというような表が示されているのです
けれども、過疎債、９月以降にそれがはっきりするということで、あくまでも確率は高いというお話なのですが、も
し万が一その枠を外れた場合にそこが心配なのですが、その心配はもう全くしなくていいのかどうか、その辺がお伺
いしたいと思います。というのは、やはりこれだけずれていまして市民の方も相当いつ病院建つのだろうと心配され
ております。そういう中で市民にとって負担が余り来ない中で有利にそういう過疎債で病院が建つのであれば、本当
にそれにこしたことないと思うので、その辺の、本当にその辺しつこいようですけれども、大丈夫なのかどうかとい
うことで再度お伺いしたいと思います。
　あと、局長のほうから開院のことでは平成２２年の１０月ごろ、雪降る前に開院を目指すということなのですが、
予定の計画より大分入札とかそういうのがおくれているということですけれども、準備に２カ月半かけて行うという
こともお話しされているのですけれども、本当に病院の移動というのは想像しただけで相当大変なことだろうなと思
うのですが、もう少しイメージとして、もし移動する場合にはどのような形で移動が始まるのか、診療しながらの移
動ということになっていくのだと思うのですけれども、その辺はちょっとイメージ的にお伺いしたいと思います。



〇議長　北谷文夫君　副市長。
〇副市長　小原幸二君　過疎事業債に対する再度のご質問でございますけれども、この過疎事業債、これは今大丈夫
なのかというような再度のお尋ねでございますけれども、基本的に私どもが勝手に発行するというような部分でござ
いません。基本的にはこれ総務省の総務大臣の許可が必要というような状況になっておりますから、相手があること
ですから、１００％大丈夫だというふうには申し上げられませんけれども、この過疎事業債の関係については総務省
とも実は連携を実はとっております。そんなような状況の中で今申し上げることは、申し上げれることは、絶対大丈
夫だということについては申し上げられませんけれども、基本的に１００％に限りなく近い状況の中で過疎債が発行
できると、こういうことだけは申し上げておきたいというふうに考えます。
　あと、病院のほうでご答弁申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　準備期間を４カ月予定したところから２カ月半ということにしておりますけれど
も、実はこの準備期間というのはある程度建物が建てた後、中の点検含めまして、機器の設置も含めまして、その中
でさらには訓練、稼働の訓練だとかそういうものをこの期間に行います。そういった意味では２カ月半あれば十分か
なという認識しておりますし、先ほど申し上げました、ご質問された移動、患者さんの移動についてどうなのかとい
うお話ございました。これは、この建物については本館、今ある現行の建物と、それから新館につきましては仮設の
渡り廊下、これが設置されておりますので、患者さんにつきましては当然そちらのほうから移動するということにな
ります。ですから、十分、期間、通常はどこの病院でもそうなのですけれども、約１日ぐらいで移動しているのが現
状でありますし、私といたしましてはこの仮設渡り廊下をうまく使いながら１日ぐらいで移動できればなというふう
に一応考えております。あと、部分的な機器の移動もありますから、それは道路を挟んで移動するなり、また仮設渡
り廊下を使いながら移動ということで一応考えております。
〇議長　北谷文夫君　他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第１号を採決します。
　本案を、原案のとおりに決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

　　　　◎閉会宣告
〇議長　北谷文夫君　以上で日程のすべてを終了しました。
　これで平成２０年第３回砂川市議会臨時会を閉会いたします。

�閉会　午前１０時３０分
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